
１ 西淀川区役所が実施する学校教育関連事業
① 学習意欲の向上事業（次長枠）

【令和８年度】

1 小学校：英検ジュニアなど

② スクールボランティア支援事業（次長枠）

③ 西淀川区民間事業者を活用した基礎学力支援事業（次長枠）

④ こどもサポートネット

⑤ 外国につながるこどもの教育施策（たぶんか高校進学セミナー、にしよど☆グッドスタート事業など）

⑥ スクールカウンセラー事業…令和６年度より全校に配置しています。

2 中学校：漢字検定・文章検定

3 表彰状の作成 「に～よん学びの功労表彰」

4 に～よん模試 ※実施手法を変更
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民間事業者を活用した基礎学力支援事業（に～よん個別学習塾）【継続】
【令和８・９・１０年度分 主な変更点】
・小学生の利便性向上に向けて、各校で開設（ホール、会館の対象は中学生のみ）
・実施事業者が変更
・呼称を「に～よん個別学習塾」に変更
・学習習慣の定着を重視した運営方法

（参考）
令和8年3月区広報紙

２ に～よん個別学習塾について（主な変更点）



３ 学校配置の適正化について

• 大阪市では、子どもたちが将来、社会生活を営むうえで必要な社会性や困難に立ち向かう力を獲得し
て成長していくために、学校は一定の集団規模であることが必要であるため、学校配置の適正化に取
り組んでいます。

• 大阪市立学校活性化条例において、小学校の規模を適正規模である12学級から24学級にするよう努め
ること、また、適正規模を下回り、今後も適正規模になる見込みがない小学校について、学校再編整
備計画を策定・公表することとなっています。

• 現在、当区においては佃中学校区について、進学先の中学校を交えて、一貫校の開設に向けた幅広い
視野での、学校再編計画の策定に向けた検討を始めています。

• 当区の学校配置の適正化に向けた取組状況につきましては、西淀川区ホームページに随時、掲載いた
します。

＜区役所ホームぺージURL＞

https://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000643602.html

https://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000643602.html

	スライド 1
	スライド 2: ２　に～よん個別学習塾について（主な変更点）
	スライド 3: ３　学校配置の適正化について

